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第⼀⼩法廷の棄却理由は
u 上告理由は、⾼裁判決に憲法
の違反があるとするものではな
いことが明らか、とした。

上告理由は、

u ⾼裁判決の憲法違反を主張し、
u ① 重⼤で新しい憲法の争点を多数含んでいる。
u ② 憲法学者の関⼼も⾼く、地裁・⾼裁判決に批判
的な評釈ばかり。
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憲法上の重⼤ で新しい争点たち
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再審事由の概要

u①⼤法廷で審議すべきなのに（裁判所法１０条１号）
第⼀⼩法廷限りで棄却した。

→⺠訴法３３８条１項１号
「法律に従って裁判所を構成しなかった」

u②憲法上の重要な争点について、判断した形跡もない。
→⺠訴法３３８条１項９号
「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について
判断の遺脱があった」 しかも、⼭ほど︕︕



なぜこんなことに︖ 憲法問題について、
最⾼裁が機能不全、あるいは能⼒不⾜︖

⾸席調査官室２名
⺠事調査官室１９名
⾏政調査官室１０名
刑事調査官室９名

第⼀⼩法廷

裁判官５名

審議の流れ

⾏政調査官室が報告書を作成し、
⾸席調査官がチェックして、
判決案とともに⼩法廷へ上げる。

調査官室

結論のはっきり
している事件

結論の難しい
事件

持ち回りで審議

⼩法廷での審議



再審の訴えを提起 2023年10⽉26⽇

u 再審原告は７名。
u スイス国籍を取得した者４名
u リヒテンシュタイン国籍を取得した者１名
u スイス国籍の取得を希望している者１名
u フランス国籍の取得を希望している者１名
u （スイス国籍を取得した１名は、健康上の理由で今回は参加せず。）



弁護団の⽅針とお願い＠記者会⾒
u① 弁護団は、国籍はく奪条項違憲訴訟をとおして、国籍
法11条１項が違憲であることを明らかにします。

時代の要請に従った違憲判決を︕

u② 国籍はく奪条項違憲訴訟が係属している各地⽅裁判所
の裁判官には、逃げることなく、実質的な憲法判断をするこ
とを求めます。

u③ メディア関係者には、多くの⼈の活動が国際的になっ
ている社会情勢をふまえて、国籍法11条１項の憲法判断につ
いての最⾼裁の機能不全とその解消という問題に着⽬し、取
材を進めていただければと期待します。



Twitter こくせきたろう
https://twitter.com/kokusekitaro

https://twitter.com/kokusekitaro


引き続き訴訟へのご注目とご支援をよろしくお願いいたします！！

CALL4
本人の意思を無視して日本国籍を一方的にはく奪する

「国籍法11条1項は違憲」訴訟

国籍はく奪条項違憲訴訟 支援ネットワーク
http://yumejitsu.net/

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000106
http://yumejitsu.net/

